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 (3) 特定施設に関する事項  

区 分 新   設 廃   止 新   設 廃   止 新   設 

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 Ｒ－１－３ 同左 Ｒ－３－８ 同左 Ｒ－８－６ 

種 類 

46－イ 

有機化学工業製品製造

業の用に供する水洗施

設 

同左 同左 同左 同左 

能 力 
4.0m3／hr 

1～2.5 回／日 
同左 

1.6m3／回 

1.2～2 回／日 
同左 

4.8m3／hr 

0.3～3.3 回／日 

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに － 許可後直ちに － 許可後直ちに 

工 事 完 成 予 定 年 月 日 工事着手後１週間 － 工事着手後１週間 － 工事着手後１週間 

使 用 開 始 予 定 年 月 日 工事完成後直ちに － 工事完成後直ちに － 工事完成後直ちに 

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並

びにその使用に季節的変動がある場合はそ

の概要 

連続 24 時間 同左 同左 同左 同左 

使用時におい

て当該特定施

設から排出さ

れる汚水等の

汚染状態の通

常の値及び最

大の値並びに

当該汚水等の

通常の量及び

最大の量 

区     分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 

水 量（㎥/日） 4.1 11.9 

同左 

2.5 9.5 

同左 

5.7 8.0 

ｐ Ｈ 0.5～2.5 同左 同左 

ＣＯＤ（mg/Ｌ） 2,600 3,100 1,988 2,525 700 950 

Ｓ Ｓ（mg/Ｌ） 33 57 

同左 

同左 
油 分（mg/Ｌ） 32 41 

Ｔ－Ｎ（mg/Ｌ） 19 38 6 12 

Ｔ－Ｐ（mg/Ｌ） 6 10 105 146 

ふっ素（mg/Ｌ） － － <0.1 55 

ほう素（mg/Ｌ） － － <0.1 14 

ベンゼン（mg/Ｌ） <0.01 0.1 － － <0.01 0.1 

備考 種類は、水質汚濁防止法施行令（昭和 46 年政令第 188 号）別表第１の号番号及び名称とする。 
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区 分 廃   止 新   設 新   設 新   設 新   設 

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 Ｒ－８－６ Ｒ－10－３ Ｒ－10－６ Ｇ－10－１ Ｇ－10－２ 

種 類 

46－イ 

有機化学工業製品製造

業の用に供する水洗施

設 

同左 同左 

46－ニ 

有機化学工業製品製造

業の用に供する廃ガス

洗浄施設 

同左 

能 力 
4.8m3／hr 

0.3～3.3 回／日 

9.6m3／回 

1.8～2.5 回／日 

5.6m3／回 

1.8～2.5 回／日 
940L／min 300L／min 

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 2026 年３月末 同左 同左 同左 

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 工事着手後８か月 同左 同左 同左 

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 工事完成後直ちに 同左 同左 同左 

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並

びにその使用に季節的変動がある場合はそ

の概要 

連続 24 時間 同左 同左 同左 同左 

使用時におい

て当該特定施

設から排出さ

れる汚水等の

汚染状態の通

常の値及び最

大の値並びに

当該汚水等の

通常の量及び

最大の量 

区     分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 

水 量（㎥/日） 5.7 8.0 6.0 12.0 

同左 

1.0 2.0 

同左 

ｐ Ｈ 0.5～2.5 同左 

同左 

 

ＣＯＤ（mg/Ｌ） 700 950 300 400 

Ｓ Ｓ（mg/Ｌ） 33 57 
同左 

油 分（mg/Ｌ） 32 41 

Ｔ－Ｎ（mg/Ｌ） 6 12 19 38 

Ｔ－Ｐ（mg/Ｌ） 105 146 6 10 

ふっ素（mg/Ｌ） <0.1 55 － － 

ほう素（mg/Ｌ） <0.1 14 － － 

ベンゼン（mg/Ｌ） <0.01 0.1 － － 

備考 種類は、水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。 
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 (4) 汚水等の処理施設に関する事項 

区 分 変 更 前 変 更 後 

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 排水処理施設 No.１ 

同左 

種 類 及 び 型 式 
中和槽、調整槽、沈殿槽 No.１,２,３、曝気槽、反応

槽、凝集槽、排水処理水中継槽 

構 造 SUS(HR)、RC、SUS(TE)、FRP 

主 要 寸 法 23.9m×8.9m×6.2m 

能 力 460m3／日 

処 理 の 方 法 活性汚泥、凝集沈殿 

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 2026 年３月末 

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 工事着手後８か月 

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 工事完成後直ちに 

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並びにその

使用に季節的変動がある場合はその概要 
連続 24 時間 同左 

使用時における当該汚

水等の処理施設による

処理前及び処理後の汚

水等の汚染状態の通常

の値及び最大の値並び

に当該汚水等の通常の

量及び最大の量 

区     分 
処 理 前 処 理 後 処 理 前 処 理 後 

通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 

水 量（㎥/日） 142.9 217.1 同左 156.9 245.1 同左 

ｐ Ｈ 0.5～2.5 6.5～8.5 同左 

ＣＯＤ（mg/Ｌ） 394 631 87.9 147 392 627 87.4 146 

Ｓ Ｓ（mg/Ｌ） 33 57 10 15 
同左 

油 分（mg/Ｌ） 32 41 1.5 1.9 

Ｔ－Ｎ（mg/Ｌ） 81.2 106 同左 79.7 104 
同左 

Ｔ－Ｐ（mg/Ｌ） 8.5 12.3 8.14 11.7 8.09 11.6 

ふっ素（mg/Ｌ） <0.1 55 
同左 

同左 

ほう素（mg/Ｌ） <0.1 <0.1 

ベンゼン（mg/Ｌ） <0.01 0.1 <0.01 <0.01 

ジクロロメタン（mg/Ｌ） <0.01 0.02 <0.01 <0.01 

1,4-ジオキサン（mg/Ｌ） <0.05 2.8 

同左 アンモニア、アンモニウ
ム化合物、亜硝酸化合物
及び硝酸化合物（mg/Ｌ） 

32.5 42.4 31.9 41.6 同左 
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区 分 変 更 前 変 更 後 

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 排水処理施設 No.２ 

同左 

種 類 及 び 型 式 
中和槽、調整槽、沈殿槽 No.１,２,３、曝気槽、反応

槽、凝集槽 

構 造 SUS(HR)、RC、SUS(TE) 

主 要 寸 法 23.85m×8.6m×9m 

能 力 700m3／日 

処 理 の 方 法 活性汚泥、凝集沈殿 

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 2026 年３月末 

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 工事着手後８か月 

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 工事完成後直ちに 

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並びにその

使用に季節的変動がある場合はその概要 
連続 24 時間 同左 

使用時における当該汚

水等の処理施設による

処理前及び処理後の汚

水等の汚染状態の通常

の値及び最大の値並び

に当該汚水等の通常の

量及び最大の量 

区     分 
処 理 前 処 理 後 処 理 前 処 理 後 

通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 

水 量（㎥/日） 250 400 同左 
同左 

ｐ Ｈ 0.5～2.5 6.5～8.5 

ＣＯＤ（mg/Ｌ） 394 631 87.9 147 392 627 87.4 146 

Ｓ Ｓ（mg/Ｌ） 33 57 10 15 
同左 

油 分（mg/Ｌ） 32 41 1.5 1.9 

Ｔ－Ｎ（mg/Ｌ） 81.2 106 同左 79.7 104 
同左 

Ｔ－Ｐ（mg/Ｌ） 8.5 12.3 8.14 11.7 8.09 11.6 

ふっ素（mg/Ｌ） <0.1 55 
同左 

同左 

ほう素（mg/Ｌ） <0.1 <0.1 

ベンゼン（mg/Ｌ） <0.01 0.1 <0.01 <0.01 

ジクロロメタン（mg/Ｌ） <0.01 0.02 <0.01 <0.01 

1,4-ジオキサン（mg/Ｌ） <0.05 2.8 

同左 アンモニア、アンモニウ
ム化合物、亜硝酸化合物
及び硝酸化合物（mg/Ｌ） 

32.5 42.4 31.9 41.6 同左 

 

令和８年２月１０日　岡山県公報　第１２７７６号



区 分 変 更 前 変 更 後 

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 排水処理施設 No.３ 

同左 

種 類 及 び 型 式 
中和槽、調整槽、沈殿槽 No.１,２、曝気槽、反応槽、

凝集槽、凝集沈殿槽 

構 造 CS(FRP)、RC+PP、RC+FRP 

主 要 寸 法 27.5m×14.5m×6.6m 

能 力 1,050m3／日 

処 理 の 方 法 活性汚泥、凝集沈殿 

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 2026 年３月末 

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 工事着手後８か月 

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 工事完成後直ちに 

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並びにその

使用に季節的変動がある場合はその概要 
連続 24 時間 同左 

使用時における当該汚

水等の処理施設による

処理前及び処理後の汚

水等の汚染状態の通常

の値及び最大の値並び

に当該汚水等の通常の

量及び最大の量 

区     分 
処 理 前 処 理 後 処 理 前 処 理 後 

通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 

水 量（㎥/日） 430 570 同左 
同左 

ｐ Ｈ 0.5～2.5 6.5～8.5 

ＣＯＤ（mg/Ｌ） 394 631 87.9 147 392 627 87.4 146 

Ｓ Ｓ（mg/Ｌ） 33 57 10 15 
同左 

油 分（mg/Ｌ） 32 41 1.5 1.9 

Ｔ－Ｎ（mg/Ｌ） 81.2 106 同左 79.7 104 
同左 

Ｔ－Ｐ（mg/Ｌ） 8.5 12.3 8.14 11.7 8.09 11.6 

ふっ素（mg/Ｌ） <0.1 55 
同左 

同左 

ほう素（mg/Ｌ） <0.1 <0.1 

ベンゼン（mg/Ｌ） <0.01 0.1 <0.01 <0.01 

ジクロロメタン（mg/Ｌ） <0.01 0.02 <0.01 <0.01 

1,4-ジオキサン（mg/Ｌ） <0.05 2.8 

同左 アンモニア、アンモニウ

ム化合物、亜硝酸化合物

及び硝酸化合物（mg/Ｌ） 

32.5 42.4 31.9 41.6 同左 
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 (5) 排水口に関する事項 

排 水 口 番 号 末端排水口 同左 

区 分 
変 更 前 変 更 後 

通 常 最 大 通 常 最 大 

水 量（㎥/日） 7,682.9 9,966.1 
同左 

ｐ Ｈ 6.5～8.5 

ＣＯＤ（mg/Ｌ） 12.1 20.0 12.3 20.0 

Ｓ Ｓ（mg/Ｌ） 9.3 20.0 
同左 

油 分（mg/Ｌ） <1 <1 

Ｔ－Ｎ（mg/Ｌ） 9.98 20.0 10.03 20.1 

Ｔ－Ｐ（mg/Ｌ） 1.0 1.5 1.02 1.53 

大腸菌数（CFU/mL） <800 <800 

同左 

ふっ素（mg/Ｌ） 1.3 12.0 

ほう素（mg/Ｌ） 4.4 5.6 

ベンゼン（mg/Ｌ） <0.01 <0.01 

ジクロロメタン（mg/Ｌ） <0.01 <0.01 

1,4-ジオキサン（mg/Ｌ） <0.05 0.3 

アンモニア、アンモニウム化合

物、亜硝酸化合物及び硝酸化合

物（mg/Ｌ） 

3.99 8.0 4.01 8.04 

２ 縦覧の期間及び場所 

 (1) 期 間 令和８年２月 10 日から同年３月３日まで 

 (2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び玉野市役所 

       ホームページ https://www.pref.okayama.jp/soshiki/29/ 
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漁
業
担
い
手
育
成
財
団
□ 

理
事
長 

森
下 

 

慎 

岡
山
市
中
区
古
京
町
一
丁
目
七
番
三
六
号 

四 

農
地
の
所
有
者
等
の
情
報 

名
義
人
は
死
亡
し
て
お
り
□
そ
の
所
有
者
が
確
知
で
き
な
い
状
態
と
な
□
て
い
る
□ 

五 

補
償
金
の
支
払
の
方
法 

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
始
期
ま
で
に
岡
山
地
方
法
務
局
津
山
支
局
に
補
償
金
を
供
託
す
る
□ 

津
山
市
加
茂
町
中
原
二
八
八
番
七 

津
山
市
加
茂
町
中
原
三
七
三
番
三 

所
在
及
び
地
番 

田 田 

地
目 

二
□
六
六
八 

一
□
〇
五
〇 

面
積
□
平
方
メ
□
ト
ル
□ 

田
と
し
て
利
用 

内 

容 

令
和
八
年
三
月
一
日 

始 

期 

権
利
の
始
期
か
ら
令

和
十
三
年
二
月
二
十

八
日
ま
で 

存
続
期
間 

一
八
□
五
九
〇
円 

借
賃
に
相
当
す
る 

補
償
金
の
額 

令和８年２月１０日　岡山県公報　第１２７７６号



□
五
七
□
建
築
士
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
□
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
二
級
建

築
士
の
免
許
の
取
消
し
を
行
□
た
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
十
日 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

免
許
の
取
消
し
を
し
た
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
二
月
二
日 

二 

免
許
の
取
消
し
を
受
け
た
建
築
士
の
氏
名
□
そ
の
者
の
一
級
建
築
士
□
二
級
建
築
士
又
は
木
造
建

築
士
の
別
及
び
そ
の
者
の
登
録
番
号 

 
 

清
水 

 

守 

二
級
建
築
士 

第
四
三
〇
〇
号 

三 

免
許
の
取
消
し
の
理
由 

 
 

相
続
人
か
ら
□
当
該
建
築
士
が
死
亡
し
た
旨
の
届
出
が
あ
□
た
た
め 
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□
五
八
□
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
□
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
□
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
二
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

赤
磐
市
高
屋
字
横
田
三
二
九
番
五
□
三
三
〇
番
五
□
三
三
〇
番
七 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

赤
磐
市
高
屋
三
三
〇
番
地
五 

伊
賀 

弘
久 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
六
年
五
月
二
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
四
八
号 
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